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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
河
川
砂
防
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
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四
年
四
月
九
日

山
梨
県
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事
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明
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八
四
二
番
地
先
国

有
地

二
十
三

同

同
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同

同

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

表
中
「
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
」
を
「
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
」
に
、「
大
阪
市
東
区
北

浜
五
丁
目
十
五
番
地
」
を
「
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
」
に
、「
及
び
れ
い
入
金
」

を
「
、
れ
い
入
金
及
び
雑
部
金
（
保
証
金
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

公
　
　
　
告

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

四
月
九
日

第
二
千
二
百
十
九
号

月　曜　日

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
二
十
三
号
ま
で
の

標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
二
十
三
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

区
域



'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
四
年
四
月
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
熊
穴
四
五
五
五
の
一
、
四
五
八
三
の
八
、
四
五
八
四
、
四
五
八
七
及
び
四

五
八
七
の
乙
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
千
五
百
八
十
四
番
地
　
社
会
福
祉
法
人
明
清
会
　
理
事
長
　
上
小
澤
　
隆

正
　
　
　
誤

○
　
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

八
ペ
ー
ジ
下
段
一
行
目
と
二
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
二
条
の
三
第
五
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し

て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
　
技
監
　
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
専
門
的
技
術
に
係

る
重
要
事
項
を
整
理
す
る
。

八
ペ
ー
ジ
下
段
十
行
目
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
」
の
下
に
「
必
要
に
応
じ
、」
を
、「
副

総
看
護
師
長
」
の
下
に
「
、
主
任
看
護
師
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第

二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。
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